
 

 

 

 

 

 

県教委：人事評価制度に主観が入ることを拭えず、 

「評価者（管理職）の目を鍛えていく」と回答
10月 26日、「新たな人事評価制度の導入及び人事

評価結果の給与への反映について」の 7回目の交渉を

行いました。交渉には、高教組本部から鍛治委員長 他

執行部 4人が参加し、県教委は、上原教職員課長、田

川人事管理監、他 6人が対応しました。 

  事前質問書の回答を精査   

高教組速報第 6 号で既報のとおり、同制度の手引

き・留意点について人事評価制度の 3 要素（客観性・

透明性・納得性）を担保できているかについて文書質

問し、事前回答を得て、その回答についてさらに追及

をしました。被評価者を代表し、余すところなく疑問

点を追及する姿勢で交渉に臨みました。 

  主観が排除できるのか  （SS-S-A-B-Cの 5段階評価） 

基本的に評価は評価項目の積み重ねにより行われる

が、S 評価のレベル感として「管理職への昇任を薦め

られる人」が提示されれば、事前に『主観が入る』と

批判しました。県教委は『主観が入る』恐れについて

は、校長研修会や評価者研修で『目線を合わせ』を行

うと答えました。しかし、評価者が『目線を合わせ』

を行うことで、完全に主観的評価が排除できるとは言

えず、県教委の説明から疑念は拭えませんでした。 

併せて SSとＳについては「職員数の 10%を上限に

できるだけ絞る」ことが交渉の中で明らかになりまし

た。当初説明で県教委は「絶対評価で行う」と説明し

ていたので、高教組は「上限があるならば、実質的に

相対評価になっていないか」と批判しました。 

困難度や達成度にある「大幅に上回った」「やや上回

った」「上回る」の基準の考え方について、事前回答が

的を得た回答でなかったため、あらためて『主観が入

る』懸念を表明し、追求しました。県教委は「あまり

細かくはしない。救える人を救いたい」と答えるに留

めました。 

能力評価票の「通常必要な水準」について【教諭・

助教諭・講師用】の場合、評価票に 30項目以上の『視

点』が記されており、高教組は「管理職が一つ一つを

評価することが実現可能なのか」と疑問を呈しました。

このことについては、管理職が職員能力の全てを照ら

し合わせて評価の根拠にするわけではなく、職員それ

ぞれが行う自己評価の視点として活用するものと答え

ました。 

 

  観察・記録について   

「大規模校において教職員の能力評価に対する客観

的資料を得るための観察記録は実現不可能」と考える

高教組の指摘に対して、県教委は「必ずしも 1 時間の

授業にフル参加し、記録をとることを想定しているの

ではない」と答えました。県教委は「1 時間の授業中

に複数の教職員の授業状況を観察し、できるだけ早く

フィードバックを行い、コミュニケーションをはかる

ことを想定している。管理職には、最終面談で、いき

なり記録を根拠に評価を伝えることは避け、日常的に

やりとりを行うように管理職に指導した」と明らかに

しました。高教組は、具体的に年に何回くらいの授業

観察や生徒指導観察が行われるのか尋ねましたが、明

確な回答はありませんでした。 

  面談について   

県教委は上記の「評価の根拠となる大変重要な資料

について最終面談で全員に開示せず、苦情相談が求め

られた際にかぎり開示する」と高教組に説明しました。

高教組は「被評価者の全員に評価の根拠が明示されな

いのは人事評価の 3 要素の一つである『透明性』が担

保されていない」と指摘をしました。県教委は、「記録

は重要であるものの、ただ記録を示して最終面談を終

了するのではなく、管理職の口頭によるコミュニケー

ションによって職員間の分断を避けたい意図がある」

と説明しました。高教組は評価者と被評価者の分断以

上に、一部の教職員に分配される仕組みから、教職員

の協働が崩れ、生徒への指導にも影響を与えかねない

ことを懸念しています。 

  賃金を反映させることについて   

管理職の評価精度を高めるには、数年かかることを

踏まえ、賃金への反映は、拙速に導入すべきではない、

「人を育てる」という仕事の特殊性から人事評価を賃

金に反映させることは、学校現場に馴染まないとし、

高教組はあらためて導入に反対の立場を表明しました。 

  制度説明会の日程について   

各学校において、制度説明会が 11月 1日～9日の

間に行われます。今後もこの制度に問題があれば、高

教組は折衝を続けていくことを県教委と約束していま

す。この制度に関するご意見がございましたら、高教

組WEBページからご連絡ください。 
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